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研究成果の概要（和文）：　本研究では、養護者の虐待行為の軽減および予防のために、3年間で次のことを実施した
。平成25年度は、養護者が虐待行為に至る背景、動機、行為のプロセスを分析し、教育プログラムおよびその教材を作
成した。平成26年度は、虐待行為を軽減・予防するための教育プログラムを開発し、虐待行為を行なうリスクが高い養
護者に実施した。平成27年度は、プログラム効果を比較することで、有効性の高い対象者や介入時期、手法について評
価し、プログラムをさらに精錬させた。
　成果物として、養護者の教育プログラムを作成し、実施者用のマニュアルと講義や演習で活用できる視聴覚教材とし
て、スライド教材およびDVD教材を作成した。

研究成果の概要（英文）：The author conducted following activities aimed at reduction and prevention of an 
abuse of a caregiver in this research, for three years. In fiscal year 2013, the author analyzed a 
process of lead to abusive behaviors, a motive and a behavior, and developed educational program and the 
educational materials. In fiscal year 2014, we developed the educational program to reduce and prevent 
abusive behavior, and put it into effect for a caregiver who is in a high risk. Fiscal year 2015, the 
author compared the program effect, and estimated about the object with the high validity, appropriate 
timing for intervention and a method and made them refining.
Educational program of a caregiver was made as an outcome and slide educational materials, and DVD 
educational materials were developed as a manual for lecturer and the audiovisual materials which can be 
utilized by a lecture and a practice.

研究分野： 公衆衛生看護学
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１．研究開始当初の背景 
本研究は、これまで開発されていない、在

宅における養護者（家族介護者等）による高
齢者虐待行為を予防するために、養護者のた
めの教育プログラムを新たに開発すること
である。 
2006 年に施行された「高齢者虐待の防止、

高齢者の養護者に対する支援等に関する法
律」（以下、高齢者虐待防止法）では、養護
者支援について「高齢者保護のため、高齢者
及び養護者に対して、相談、指導及び助言を
行う」こと、「養護者の負担の軽減のため、
養護者に対する相談、指導及び助言その他の
必要な措置を講ずる」とし、養護者の支援を
明文化している。しかしその内容が主に介護
負担を軽減するための相談、指導、助言にと
どまり、依然として高齢者虐待の報告件数は
増加傾向にある（厚生労働省老健局高齢者支
援課、2011）。特に養護者はアルコール問題
や精神疾患、パーソナリティの問題など、
様々な疾患あるいは健康問題を抱えている
ことが多く、介護負担の軽減だけでは、高齢
者虐待は繰り返され、深刻化することが指摘
されている（高崎、岸ら、2005）。また養護
者の中には、幼少期から何らかの権利侵害を
受けてきたために、虐待行為に及んでいる者
もおり、介護の相談のみではなく、養護者の
心理的支援も視野に入れたグループセッシ
ョンやカウンセリングなど、早期から介入す
ることで虐待を予防する必要がある。 
また、高齢者虐待の早期発見・早期介入に

関する研究はここ数年で増加しており、関わ
る専門職の研修や地域のネットワーク作り
は進んでいるものの、養護者の虐待行為に対
する介入に関する研究はみられず、そのよう
なプログラムは地域において実践されてい
ないため、新たに開発していく必要がある。 
 
２．研究の目的 
本研究は、在宅における高齢者虐待に介入

し、虐待行為を行っている養護者がその行為
を振り返り虐待行為を軽減できるよう、また
虐待を行うリスクの高い養護者が、虐待行為
に至らないよう予防することが必要である
が、これまで取り組まれていない。本研究で
は、養護者の虐待行為の軽減および予防のた
めに、以下のことを目的とする。 

①養護者が虐待行為に至る背景、動機、行
為のプロセスを分析する。 
②虐待行為を軽減・予防するための教育プ
ログラムを開発する。 
③教育プログラムを養護者に実施し、有効
性を評価する。 

 
３．研究の方法 
本研究では、養護者の虐待行為の軽減およ

び予防のために、3年間で以下を実施した。 
(1)平成 25 年度；養護者が虐待行為に至る背
景、動機、行為のプロセスを分析し、教育プ
ログラムおよびその教材を作成する。 

(2)平成 26 年度；虐待行為を軽減・予防する
ための教育プログラムを開発し、虐待行為を
行なうリスクが高い養護者に実施する。 
(3)平成 27 年度；プログラム効果を比較する
ことで、有効性の高い対象者や介入時期、手
法について評価し、プログラムをさらに精錬
させる。 
 
４．研究成果 
(1)平成 25 年度 
①虐待行為の背景、動機、行為のプロセス

の分析 
 文献検討により、養護者が虐待に至る背景、
動機、また虐待行為のプロセスを分析し、研
究者間で検討した。またプログラム開発にあ
たり、高齢者虐待と児童虐待、あるいは DV
の共通点・相違点を検討し、プログラム作成
に反映させた。 
②介護者へのインタビューによる質的調

査により、介護中に経験する様相とそのプロ
セスを分析・検討しプログラム作成の基礎資
料とした。 
③教育プログラムおよびマニュアル作成 
①の結果を踏まえて、連携研究者の森田氏

のＤＶ加害者プログラムの研究の成果、申請
者らの高齢者虐待に関する研究の蓄積、文献
検討や調査の蓄積から、養護者の教育プログ
ラムおよびそれを用いる実施者のためのマ
ニュアル、視聴覚教材を作成した。 
プログラムは、高齢者との尊重しあう関係、

高齢者の疾病や思いを理解すること、介護と
いう行為による力関係の問題などについて、
場面を想定して理解してもらい、高齢者に対
して、あるいは虐待行為に対しての「認知の
変容」を目指した。また、うまくいかないパ
ターンとそれが与える影響をとりあげ、そう
ならないための具体的な方策として、認知行
動療法的な枠組みやソーシャルスキルにつ
いて示した。具体的に想定される高齢者と養
護者の場面において、虐待という方法以外で
問題を解決する方法を身につけてもらうこ
と、またこれまでの親子関係、夫婦関係がベ
ースになっていることも多いので、それを振
り返り、内省できる内容を含めた。プログラ
ム作成にあたり、認知行動療法に知見のある
有識者から助言を得た。 
一方、場合によっては、プログラムを受け

ることで、かえって虐待を誘発する危険性も
ありえるので、プログラム実施に当たっては、
養護者だけでなく高齢者の状況にも配慮す
ることや、現在虐待行為がある養護者につい
ては、個別的な対応を並行して行うことを含
めた。 
 
(2)平成 26 年度 
①教育プログラムの対象の選定 
上記のプログラムを、リスク要因をもつが、

虐待行為を行っているといえない養護者や
自分自身の介護を振り返りたいと考えてい
る養護者に実施することとし、対象を選定し



た。 
②プログラムの予備的施行と有効性検証

に向けた準備 
作成したプログラムを選定した対象者に

予備的に施行した。その後、参加者の評価、
意見、反応からプログラムを評価し、プログ
ラムおよびマニュアルの修正・追加を行い、
さらにプログラム・マニュアルを精錬させた。 
 
(3)平成 27 年度 
①教育プログラムの対象の選定 
プログラムを、介護者を支援するボランテ

ィア等に実施することの有効性を検証する
ため、認知症サポーター養成講座修了生を対
象に実施し、評価を実施した。 
②映像教材の有効性とプログラム実施時

期の検証 
すでに介護を終了した人を対象に、映像教

材である DVD を視聴してもらい、その有効性
を質問紙調査とグループインタビューの結
果の分析から評価した。またプログラムその
ものについて、介護者にとって介護のどの時
期に実施してもらうとよいかを、当事者の立
場で意見をもらい評価した。 
③プログラムとマニュアルの配布 

 ①②を実施後に、プログラムおよびマニュ
アルを修正し、より精錬したプログラムと教
材へと精錬させた。 
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